
14広報みかさ　2015. 8

◆市・教育委員会…いじめ防止などの対策について早期発見、解決に必要な取り組みを行います。
◆学校…学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめの早期解消のため適
切、迅速に対処し継続的な見守りを行います。
◆保護者…お子さんとの会話を大切にし、いじめは絶対に許されない行為であることを伝えてもら
います。
◆地域など… ●地域活動や行事を通じて、子供たちの健全育成にご協力いただきます。
　　　　　　 ●いじめを発見したときは、学校や市・教育委員会に情報を提供していただきます。

～市民みんなで、いじめを未然防止～

三笠市子どものいじめ防止等条例を制定

役割の明確化
　市・教育委員会、学校、保護者、地域などが、いじめ防止などに向けて、責任を持って取り組むことが
できるよう、それぞれの役割を明確にしました。

いじめ防止などの対策を推進するための組織の設置
　いじめにより子供たちの生命、心身または財産にも被害が生じるなど重大な事態に対処するため、
いじめ防止などの対策を推進する組織の基本的な事項を定め総合的、効果的に推進します。
◆三笠市いじめ問題対策連絡協議会…いじめ防止などに関する機関と団体の連携に関する事項など
について協議します。
◆三笠市いじめ問題審議会…教育委員会の附属機関として学識経験者などで構成し、教育委員会の
諮問を受け、いじめ防止などの対策や重要事項を調査・審議し、その結果を教育委員会へ報告します。
◆三笠市いじめ調査委員会…市長の附属機関として設置でき、重大事態への対処またはその重大事
態を防止するため、必要なときは教育委員会の調査結果を調査し、その結果を議会へ報告します。

市民の皆さんへのお願い
　いじめ問題への対応を含め、子供たちの健やかな成長を保障するためには、学校だけでなく家庭や
地域の皆さんのご支援と連携による継続的な取り組みが必要です。
　いじめを発見、またはいじめの恐れがあると思われる場合には、すぐに学校または市・教育委員会
へご相談ください。いじめ問題解決に向けた取り組みへの皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　

　いじめを許さない学校づくりを目指すため「三笠市子どものいじめ防止等
条例」を７月１日から施行しました。条例では、みんなで、いじめ防止などの対
策を推進し、子供たちが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりを行な
うことを定めています。
　昨今、大きな社会問題となっているいじめは、子供たちの心と体に苦しみや
痛みをもたらすばかりか、子供たちが一人の人として尊重され成長する権利を
著しく侵害するものです。いじめから子供たちを守るためには「いじめは絶対
に許されない」「どの子にも、どこでも起こりうる」という意識をみんなで共有
し、市・教育委員会、学校、保護者、地域などが、役割と責任を自覚することが大
切です。

【問合先】学校教育課学校教育係☎②2197
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　子育て世帯臨時特例給付金の申請期限は9月1日です。対象と思われる世帯には申請書を送付してい
ますが、まだ提出されていない方は忘れずに提出してください。
　なお、申請には児童手当の現況届の提出が必要となりますので、未提出の場合は併せて提出してくだ
さい。

臨時福祉給付金を給付します
　昨年度に引き続き、臨時福祉給付金を支給しますので、申請方法などお知らせします。
　対象と思われる世帯には、申請書類などを8月下旬ごろに郵送しますので、
期間内に申請してください。
　なお、対象と思われる世帯で申請書類が送られてこない場合はご連絡くだ
さい。昨年度の給付金では、申請されていない方もいましたので、期間内に手
続きしましょう。

【問合先】福祉事務所福祉総務係☎②3995

給付対象者

基準日（平成27 年1月1日）に、次の(1)と(2)に該当する方
(1)三笠市の住民基本台帳に記録されている方（外国人を含む）
(2)平成27年度分の市町村民税（均等割）が課税されていない方または市町村民税を
免除された方（市町村民税（均等割）が課税されている方の扶養親族等を除く）
※生活保護制度の被保護者となっている場合などは除かれます。

給付額 １人6,000円

申請の手続き

▶郵送で申請する場合は、同封の返信用封筒に次の申請書類を入れて返送してくだ
さい。また、窓口で申請する場合は申請書類と印鑑を持参してください。
▶申請書類
①申請書：必要事項を記入し、押印（シャチハタは不可）したもの
②本人確認書類の写し：写真付きの本人確認書類（住基カード、運転免許証、パスポー
トなど）
※支給対象者全員分の本人確認書類が必要です。
③振込みを希望する預金通帳の写し
※昨年度と同じ口座を希望する場合は、添付の必要はありません。

給付方法 原則、通常使用している通帳に振り込みます。

申請受付期間
9月1日㈫～12月1日㈫※期間内に申請されなかった場合は給付できません。窓口で
の申請は、市役所開庁時間（平日午前8時30分～午後5時）に手続きしてください。ま
た、郵送での申請は12月1日の消印まで有効です。

給付日
10月以降の給付となりますが、詳しい日程は後日送付する交付決定通知書でお知ら
せします。

【提出・問合先】福祉事務所福祉総務係☎②3995

  子育て世帯臨時特例給付金の申請
忘れていませんか？


